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国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
、旅
館
等
審
議
会
の
市
民
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

い
ず
れ
の
委
員
も
、
本
市
の
審
議
会
な
ど
の
委
員
を
５
つ
以
上
兼
ね
て
い
な
い

人
が
対
象
で
す
。
書
類
選
考
。
応
募
書
類
は
非
公
開
で
返
却
し
ま
せ
ん
。

■
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

　
国
民
健
康
保
険
料
の
改
正
な
ど
に
つ
い
て
審
議
す
る
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

　
▼
資
格　
市
内
在
住
の
八
千
代
市
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
、
20
歳
か

ら
お
お
む
ね
70
歳
ま
で
の
人
。
年
４
〜
６
回
程
度
、
平
日
の
昼
間
に
開
催
す
る

会
議
に
出
席
で
き
る
人　
▼
募
集
人
数　
４
人　
▼
任
期　
25
年
８
月
か
ら
２

年
間　
▼
報
酬　
会
議
１
回
に
つ
き
７
０
０
０
円　
▼
応
募
方
法　
任
意
の
Ａ

４
サ
イ
ズ
の
用
紙
に
、
住
所
、
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）、
性
別
、
生
年
月
日
、
電
話

番
号
、
主
な
職
歴
を
記
入
し
、
国
民
健
康
保
険
や
高
齢
社
会
、
医
療
な
ど
に
関

す
る
意
見
を
ま
と
め
た
８
０
０
字
程
度
の
作
文
を
添
付
し
て
、
〒
２
７
６

－

８

５
０
１
市
役
所
国
保
年
金
課
へ
郵
送
か
持
参
、
ま
た
は
メ
ー
ル
でkokuho1@

city.yachiyo.chiba.jp

へ
。
６
月
14
日
㈮
必
着　
　
　
　
（
国
保
年
金
課
）

■
旅
館
等
審
議
会

　
市
内
で
旅
館
な
ど
の
施
設
が
建
築
さ
れ
る
際
に
、
市
民
の
善
良
な
風
俗
や
環

境
の
保
持
、
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
審
議
す
る
委
員
を

募
集
し
ま
す
。

　
▼
資
格　
市
内
在
住
の
成
人
で
、
平
日
の
昼
間
に
開
催
す
る
会
議
に
出
席
で

き
る
人　
▼
募
集
人
数　
２
人　
▼
任
期　
25
年
７
月
か
ら
２
年
間　
▼
報
酬

会
議
１
回
に
つ
き
７
０
０
０
円　
▼
応
募
方
法　
任
意
の
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
用
紙

に
、
住
所
、
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）、
電
話
番
号
、
年
齢
、
性
別
、
主
な
職
歴
を
記

入
し
、「
旅
館
な
ど
の
施
設
建
築
と
、
市
民
の
善
良
な
風
俗
や
環
境
の
保
持
及

び
青
少
年
の
健
全
育
成
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
８
０
０
字
程
度
の
作
文

を
添
付
し
て
、
〒
２
７
６

－

８
５
０
１
市
役
所
建
築
指
導
課
へ
郵
送
か
持
参
、

ま
た
は
メ
ー
ル
でkentiku3@

city.yachiyo.chiba.jp

へ
。
６
月
10
日
㈪

必
着　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
築
指
導
課
）

　
「
ガ
キ
大
将
の
森
」キ
ャ
ン
プ
場
は
、
青
少
年
の
た
め
の
野
外
活
動
体
験
施

設
で
す
。
キ
ノ
コ
型
の
宿
泊
棟（
キ
ャ
ビ
ン
）を
使
っ
て
手
軽
に
キ
ャ
ン
プ
が

で
き
ま
す
。
※
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
や
飲
酒
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
▼
対
象　
①
市
内
に
本
拠
地
が
あ
る
少
年
関
係
団
体
と
そ
の
引
率
者　
②
市

内
在
住
で
、
中
学
生
以
下
の
子
ど
も
が
い
る
家
族　
①
②
と
も
20
歳
以
上
の
引

率
者
が
い
る
こ
と　
▼
利
用
期
間　
７
月
１
日
㈪
〜
10
月
31
日
㈭　
▼
利
用
時

間　
宿
泊（
１
泊
の
み
）…
午
後
２
時
か
ら
翌
日
午
後
１
時
ま
で　
一
時
利
用
…

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で　
▼
費
用　
無
料（
薪ま

き
代
は
実
費
）　
▼
申
し
込

み　
電
話
か
直
接
青
少
年
課
窓
口
で
予
約
。
申
請
書
な
ど
を
使
用
予
定
日
の
１

か
月
前
か
ら
７
日
前
ま
で
に
同
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
青
少

年
課
（
４
８
１
）０
３
０
６
へ

協
議
会
・
審
議
会
の
市
民
委
員

募
集

「
ガ
キ
大
将
の
森
」
キ
ャ
ン
プ
場
の
利
用
を

先
着
順
で
受
け
付
け
て
い
ま
す

八
千
代
市
第
２
次
行
財
政
改
革
大
綱

前
期
推
進
計
画（
平
成
25
年
度
版
）を
策
定

どにも置きますので、ご利用ください。
　新聞未購読の世帯には、八千代市選挙管理委
員会に登録していただければ配布します。既に
登録している人は、連絡不要です。

入場整理券は封書で郵送
　投票所の入場整理券は、１通の封書に同世帯の
有権者全員分を同封して郵送します。投票の際は
ご自分の入場整理券をお持ちください。届かな
いときや紛失したときは、当日投票所の係員に
申し出てください。その場で再発行します。※入
場整理券の不正利用や不正投票は罰せられます

投票所名・場所が変更に
■第２投票区と第３投票区の投票所は名称が変
わります　第２投票区投票所の名称は「八千代
台東小学校体育館」から「八千代台東小学校新体
育館」に変更になります。
　第３投票区投票所の名称は、「八千代台東第二
小学校体育館」から「八千代台東小学校体育館」
に変更になります。
※いずれも場所、建物は今までと同じです
■第16投票区投票所は高津小学校体育館に変更
第16投票区は、３月の千葉県知事選挙で使用し
た「高津中学校体育館」から「高津小学校体育館」
に変更になります。

使用が制限される公共施設
　次の施設は選挙のため、５月25日㈯午後と26
日㈰全日は使用できません。

▲

八千代台文化セ
ンター　

▲

八千代台公民館　

▲

睦公民館（25日
午後は講習室以外は使用可）　

▲

投票所となる
小・中学校体育館など　

▲

市民体育館（25日・
26日共に全日使用不可）

市民体育館で即日開票
　開票は、５月26日㈰午後９時から市民体育館
で行います。同館２階で参観できます。市民体
育館での開票速報は、午後10時から30分おきに
２階の速報掲示板で行います。
【市ホームページで開票速報】午後10時15分ごろ
から30分ごとに確定まで行います。
【電話でのお問い合わせ】午後10時15分から確定
30分後までに市役所 483-1151へ。

お問い合わせは
選挙管理委員会 483-1151へ

　生活排水による川や沼の汚染を防止するため、
高度処理型浄化槽を設置しようとする人に、補助
金を交付します。対象は公共下水道事業計画区域
外の地域、または当分の間、整備が見込まれない
区域内の地域に設置する人です。

④ＢＯＤ型　ＢＯＤ除去率97パーセント以上で、
かつ、放流水１リットル当たりのＢＯＤの日間平
均値が５ミリグラム以下の機能を有する浄化槽
■補助金額
　既存の単独処理浄化槽・くみ取り便所を①～④
の浄化槽に取り換える場合、または②～④の浄化
槽を新設する場合、次の金額を上限として補助金
を交付します。
①Ｎ20型・②Ｎ10型　44万4,000円（５人槽）～57
万6,000円（８～10人槽）
③ＮＰ型　52万8,000円（５人槽）～96万3,000円
（８～10人槽）
④ＢＯＤ型　48万9,000円（５人槽）～90万3,000
円（８～10人槽）
※単独処理浄化槽から取り換える場合は18万円、
くみ取り便所から取り換える場合は10万円を加算
します（建物建替えに伴う場合を除く）

（環境保全課）

■補助対象となる高度処理型浄化槽
①Ｎ20型　放流水１リットル当たりの総窒素濃度
の日間平均値が10ミリグラムを超え20ミリグラム
以下の機能を有する浄化槽
②Ｎ10型　放流水１リットル当たりの総窒素濃度
の日間平均値が10ミリグラム以下または総りん濃
度の日間平均値が１ミリグラム以下の機能を有す
る浄化槽
③ＮＰ型　放流水１リットル当たりの総窒素濃度
の日間平均値が20ミリグラム以下で、かつ、総り
ん濃度の日間平均値が１ミリグラム以下の機能を
有する浄化槽

高度処理型浄化槽を設置する人に補助金を交付

浄化槽の清掃と保守点検を行いましょう
　浄化槽内部の汚泥をそのまま放置すると放流
水とともに流れ出てしまうだけでなく、浄化槽
の機能が低下する原因にもなります。浄化槽を
使っているご家庭では、適正な管理が義務付け
られています。保守点検は県に登録されている
業者、清掃は市の許可業者と契約し、良好な維持
管理に努めてください。また、年１回水質検査も
義務付けられています。　環境保全課 483-1151

■市が許可している清掃業者

※清掃業者のお問い合わせはクリーン推進課 483-1151へ

家庭でできる管理
●ブロアー（モーター）の電源を切らない　ばっ
き型の浄化槽は、微生物を繁殖させるため常に
空気を送り込む必要がありますので、ブロアー
は止めないでください。 腐敗タンク方式の場合
は、通気口をふさがないようにしましょう。 
●劇薬や洗剤を使わない　便器掃除に劇薬が入
った洗剤などを使うと、槽内の微生物が死んで
しまいます。掃除はこまめに、ぬるま湯や中性
洗剤で行いましょう。
●水はきちんと流す　洗浄水は１日一人50リッ
トルが必要です。小用でも必ず流しましょう。 

●トイレットペーパーを使う　水に溶けない新
聞紙、タバコ、紙おむつ、衛生綿、生理用品な
どは絶対に流さないでください。 
●故障や異常が出た場合は　異常な臭気が出た
り、モーターが止まったりしたら、直ちに専門
業者に連絡しましょう。 

事業者名 電話番号
㈱環衛コントロール 450-5543
㈲八千代環境サービス 450-4163
㈱エイケン 422-0211
㈱都市整美センター 433-1480
弘済商事㈱ 043-250-7785
丸徳環境㈱ 043-250-2847
㈱ＴＥＣ 047-360-3060
㈲佐倉企業社 043-487-8702
㈱森山工業 457-3332
㈱浄化槽センター 491-8311


